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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向、横方向及びウエスト回り方向と、
　身体側面及び着衣側面と、
　前ウエスト域及び後ウエスト域の一方であって第１ウエスト開口画成縁を有する第１ウ
エスト域、前記前後ウエスト域の他方であって第２ウエスト開口画成縁を有する第２ウエ
スト域、及び前記第１及び第２ウエスト域の間における股下域と、
　前記第１及び第２ウエスト域が互いに対向するように前記股下域の仮想横方向中央線に
沿って二つに折り重ねられた状態において、前記第１及び第２ウエスト開口画成縁に沿い
前記ウエスト回り方向へ延びる第１及び第２ウエスト開口弾性域とを有するシャーシと、
　前記第１及び第２ウエスト域の横方向対向側縁部を互いに連結するファスニング手段と
を含み、
　前記第１ウエスト開口弾性域が、前記第１ウエスト開口画成縁に隣接する第１縁及びそ
の反対側の第２縁を有し、前記第２ウエスト開口弾性域が、前記第２ウエスト開口画成縁
に隣接する第１縁及びその反対側の第２縁を有し、
　前記ファスニング手段が、前記縦方向へ細長く形成され、前記第１ウエスト開口画成縁
の側に位置する第１端及び前記股下域の側に位置する第２端を有する第１ファスニング構
成要素と、前記縦方向へ細長く形成され、前記第２ウエスト開口画成縁の側に位置する第
１端及び前記股下域の側に位置する第２端を有し、前記第１ファスニング構成要素と離脱
可能に係合する第２ファスニング構成要素とから構成される着用物品において、
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　前記第１及び第２ウエスト開口弾性域の前記第１縁及び第２縁の少なくとも前記第１縁
が前記ウエスト回り方向へ一直線に整列するように、前記第１及び第２ファスニング構成
要素が互いに係合して前記第１及び第２ウエスト域の前記横方向対向側縁部が連結された
状態において、前記第２ファスニング構成要素の前記第１端が、前記第１ファスニング構
成要素の前記第１端及び前記第２ウエスト開口弾性域の前記第１縁を前記第２ウエスト開
口画成縁の側へ越えて位置し、
　前記第１ウエスト開口弾性域の前記第１縁が、前記第１ファスニング構成要素の前記第
１端と実質的に同じ高さに位置し、又は第１端を前記第１ウエスト開口画成縁の側へ越え
て位置することを特徴とする前記着用物品。
【請求項２】
　前記第１ウエスト開口弾性域の前記第１縁と、前記第１ファスニング構成要素の前記第
１端との離間距離が０～３０ｍｍである請求項１に記載の着用物品。
【請求項３】
　前記第１ウエスト開口弾性域の前記第２縁が、前記第１ファスニング構成要素の前記第
１端よりも前記股下域の側に位置する請求項１に記載の着用物品。
【請求項４】
　前記第２ファスニング構成要素の前記縦横方向の寸法が、前記第１ファスニング構成要
素のそれらよりも大きい請求項１～３のいずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記第１ファスニング構成要素が、前記縦方向に複数に分割され、その分割された前記
第１ファスニング構成要素が前記縦方向に離間している請求項１～４のいずれかに記載の
着用物品。
【請求項６】
　前記第１ファスニング構成要素がフック要素から構成され、前記第２ファスニング構成
要素がループ要素から構成される請求項１～５のいずれかに記載の着用物品。
【請求項７】
　前記フック要素が、前記着衣側面に取り付けられる請求項６に記載の着用物品。
【請求項８】
　前記第１ファスニング要素が、前記第１ウエスト域の横方向対向側縁部の実質的に全長
にわたって接合された補強サイドシートを介して、前記第１ウエスト域の横方向対向側縁
部に設けられる請求項１～７のいずれかに記載の着用物品。
【請求項９】
　前記第１及び第２ウエスト開口弾性域が、前記第１及び第２ウエスト域の前記横方向又
は前記ウエスト回り方向の実質的に全長にわたって延びており、前記第１及び第２ファス
ニング構成要素と交差する前記第１及び第２ウエスト開口弾性域の部分が実質的に非弾性
化される請求項１～８のいずれかに記載の着用物品。
【請求項１０】
　前記シャーシが、前記身体側面を画成する透液性の身体側ライナと、前記着衣側面を画
成する不透液性の外側カバーと、前記身体側ライナと前記外側カバーとの間に介在する吸
液性のコアとを含む請求項１～９のいずれかに記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用物品に関し、特に、前後ウエスト域の横方向対向側部が互いに再固定可
能な使い捨ておむつなどに関する。
【背景技術】
【０００２】
　前後ウエスト域の横方向対向側部が互いに再固定可能な着用物品として、例えば、特許
文献１には、前後ウエスト域の横方向側部にファスナ手段を備える使い捨てトレニングパ
ンツなどの吸収性ガーメントが開示されている。
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【０００３】
　特許文献１に開示された吸収性ガーメントは、一方のウエスト域において吸収体アセン
ブリから横方向外向きに延びるサイドパネルと、他方のウエスト域のメカニカルファスニ
ング構成要素とを含む。サイドパネルは、吸収性ガーメントをパンツの形態に維持するた
めに、ファスニング構成要素と再固定可能に係合するようになっている内側面を形成する
。
【特許文献１】特表２００２－５３２１４７号公報（請求項９、図１）
【０００４】
　特許文献１の吸収性ガーメントは、一方のウエスト域と他方のウエスト域を、ループ要
素とフック要素から構成されるファスニング構成要素で固定可能にすることによりパンツ
の形態となる。しかし、ファスニング構成要素は、エラストマー不織材料からなるサイド
パネルに取り付けられているため、ファスニング構成要素の取り付け位置によっては、エ
ラストマー不織材料がウエスト周り方向に収縮したとき、吸収性ガーメントの着用中に、
ウエスト域のサイドパネルの上縁がめくれて、着用外観が悪くなるばかりでなく、フィッ
ト性が低下したり、ファスニング構成要素が剥がれたりするおそれがある。特に、フック
要素がめくれると、着用者の肌を刺激して違和感を与える原因になったり、着衣や寝具等
を傷つける原因になったりする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような問題点に鑑み、本発明は、ファスニング構成要素が互いに離脱可能に係合さ
れる着用物品において、ウエスト開口画成縁に沿って設けられた弾性要素の収縮に起因す
るウエスト域の横方向対向側縁部のめくれが抑制された着用物品を提供することを主たる
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、着用物品に係り、縦方向、横方向及びウエスト回り方向と、身体側面及び着
衣側面と、前ウエスト域及び後ウエスト域の一方であって第１ウエスト開口画成縁を有す
る第１ウエスト域、前記前後ウエスト域の他方であって第２ウエスト開口画成縁を有する
第２ウエスト域、及び前記第１及び第２ウエスト域の間における股下域と、前記第１及び
第２ウエスト域が互いに対向するように前記股下域の仮想横方向中央線に沿って二つに折
り重ねられた状態において、前記第１及び第２ウエスト開口画成縁に沿い前記ウエスト回
り方向へ延びる第１及び第２ウエスト開口弾性域とを有するシャーシと、前記第１及び第
２ウエスト域の横方向対向側縁部を互いに連結するファスニング手段とを含み、前記第１
ウエスト開口弾性域が、前記第１ウエスト開口画成縁に隣接する第１縁及びその反対側の
第２縁を有し、前記第２ウエスト開口弾性域が、前記第２ウエスト開口画成縁に隣接する
第１縁及びその反対側の第２縁を有し、前記ファスニング手段が、前記縦方向へ細長く形
成され、前記第１ウエスト開口画成縁の側に位置する第１端及び前記股下域の側に位置す
る第２端を有する第１ファスニング構成要素と、前記縦方向へ細長く形成され、前記第２
ウエスト開口画成縁の側に位置する第１端及び前記股下域の側に位置する第２端を有し、
前記第１ファスニング構成要素と離脱可能に係合する第２ファスニング構成要素とから構
成される着用物品において、前記第１及び第２ウエスト開口弾性域の前記第１縁及び第２
縁の少なくとも前記第１縁が前記ウエスト回り方向へ一直線に整列するように、前記第１
及び第２ファスニング構成要素が互いに係合して前記第１及び第２ウエスト域の前記横方
向対向側縁部が連結された状態において、前記第２ファスニング構成要素の前記第１端が
、前記第１ファスニング構成要素の前記第１端及び前記第２ウエスト開口弾性域の前記第
１縁を前記第２ウエスト開口画成縁の側へ越えて位置し、
前記第１ウエスト開口弾性域の前記第１縁が、前記第１ファスニング構成要素の前記第１
端と実質的に同じ高さに位置し、又は第１端を前記第１ウエスト開口画成縁の側へ越えて
位置することを特徴とする。
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【０００７】
　本発明は、前段落に開示の構成において、前記第１及び第２ウエスト開口弾性域の前記
第１縁及び第２縁の少なくとも前記第１縁が前記ウエスト回り方向へ一直線に整列するよ
うに、前記第１及び第２ファスニング構成要素が互いに係合して前記第１及び第２ウエス
ト域の前記横方向対向側縁部が連結された状態において、前記第２ファスニング構成要素
の前記第１端が、前記第１ファスニング構成要素の前記第１端及び前記第２ウエスト開口
弾性域の前記第１縁を前記第２ウエスト開口画成縁の側へ越えて位置することを特徴とす
る。
【０００８】
　本発明は、下記の好ましい実施の形態を含む。
【００１１】
　前記第１ウエスト開口弾性域の前記第１縁と、前記第１ファスニング構成要素の前記第
１端との離間距離が０～３０ｍｍである形態。
【００１２】
　前記第１ウエスト開口弾性域の前記第２縁が、前記第１ファスニング構成要素の前記第
１端よりも前記股下域の側に位置する形態。
【００１３】
　前記第２ファスニング構成要素の前記縦横方向の寸法が、前記第１ファスニング構成要
素のそれらよりも大きい形態。
【００１４】
　前記第１ファスニング構成要素が、前記縦方向に複数に分割され、その分割された前記
第１ファスニング構成要素が前記縦方向に離間する形態。
【００１５】
　前記第１ファスニング構成要素がフック要素から構成され、前記第２ファスニング構成
要素がループ要素から構成される形態。
【００１６】
　前記フック要素が、前記着衣側面に取り付けられる形態。
【００１７】
　前記第１ファスニング構成要素が、前記第１ウエスト域の横方向対向側縁部の実質的に
全長にわたって接合された補強サイドシートを介して、前記第１ウエスト域の横方向対向
側縁部に設けられる形態。
【００１８】
　前記第１及び第２ウエスト開口弾性域が、前記第１及び第２ウエスト域の前記横方向又
は前記ウエスト回り方向の実質的に全長にわたって延びており、前記第１及び第２ファス
ニング構成要素と交差する前記第１及び第２ウエスト開口弾性域の部分が実質的に非弾性
化される形態。
【００１９】
　前記シャーシが、前記身体側面を画成する透液性の身体側ライナと、前記着衣側面を画
成する不透液性の外側カバーと、前記身体側ライナと前記外側カバーとの間に介在する吸
液性のコアとを含む形態。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、第２ファスニング構成要素の第１端が、第２ウエスト開口弾性域の第
１縁を第２ウエスト開口画成縁の側へ越えて位置することにより、第２ウエスト開口弾性
域の収縮力が、第２ファスニング構成要素の設けられた第２ウエスト域の側縁部近傍の第
２ウエスト開口画成縁の部分に及ばなくなるので、この部分のめくれが防止される。
【００２１】
　第１ファスニング構成要素の第１端が、第１ウエスト開口弾性域の第１縁を第１ウエス
ト開口画成縁の側へ越えている態様では、高剛性の第１ファスニング構成要素により、第
１ファスニング構成要素が設けられた第１ウエスト域の側縁部及びその近傍の第１ウエス
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ト開口画成縁の部分の変形が抑制されるため、第１ウエスト開口弾性域の収縮力により前
記側縁部及び開口画成縁の近傍がめくれることが未然に防止される。
【００２２】
　第１ウエスト開口弾性域の第１縁が、第１ファスニング構成要素の第１端と重なり合い
、又は前記第1端を第１ウエスト開口画成縁の側へ越えて位置し、両者の離間距離が０～
３０ｍｍである態様では、高剛性の第１ファスニング構成要素により、第１ファスニング
構成要素が設けられた第１ウエスト域の側縁部及びその近傍の第１ウエスト開口画成縁の
部分の変形が抑制され、第１ウエスト域の側縁部近傍の第１ウエスト開口画成縁の部分の
めくれの発生が防止される。
【００２３】
　第２ファスニング構成要素の縦横方向の寸法が、第１ファスニング構成要素のそれらよ
りも大きい態様では、第１及び第２ファスニング構成要素が、互いに縦方向及び／又は横
方向へずれてそれらの間に互いに係合しない部分が生じないように、それら構成要素を係
合させ易い。
【００２４】
　第１ファスニング構成要素が、縦方向に複数に分割され、縦方向に離間する態様では、
着用物品を取り外すとき、その離間領域に着用者が指を挿入して第２ファスニング構成要
素を第１ファスニング構成要素から離脱させる操作を容易になすことができる。
【００２５】
　第１ファスニング構成要素が、補強サイドシートを介して、第１ウエスト域の横方向対
向側縁部に設けられる態様では、第１ファスニング構成要素及び第１ウエスト域の側縁部
近傍の第１ウエスト開口画成縁の部分の変形を有効に防止することができる。
【００２６】
　第１及び第２ファスニング構成要素とそれぞれ交差する第１及び第２ウエスト開口弾性
域の部分が非弾性化されている形態では、第１及び第２ウエスト開口弾性域の収縮力によ
る第１及び第２ファスニング構成要素の変形が有効に防止される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】おむつの前後ウエスト域の対向側縁部の一方を開放した状態の斜視図。
【図２】（ａ）は第１ファスニング構成要素（フック要素）の上端がウエスト開口弾性域
の上縁よりも上側に位置する態様を示す側面図、（ｂ）は第１ファスニング構成要素（フ
ック要素）の上端がウエスト開口弾性域の上縁よりも下側に位置する態様を示す側面図。
【図３】本発明の変形例を示す図１と同様なおむつの斜視図。
【符号の説明】
【００２８】
　１　　　吸収性シャーシ
　２　　　前（第１）ウエスト域
　３　　　後（第２）ウエスト域
　４　　　股下域
　５　　　前（第１）ウエスト域の側縁部
　６　　　後（第２）ウエスト域の側縁部
　７　　　ファスニング手段
　７ａ　　第１ファスニング構成要素（フック要素）
　７ｂ　　第２ファスニング構成要素（ループ要素）
　９ａ　　前（第１）ウエスト開口弾性域
　９ｂ　　後（第２）ウエスト開口弾性域
　１２ａ　前（第１）ウエスト開口画成縁
　１２ｂ　後（第２）ウエスト開口画成縁
　１７　　フック要素の上端（第１端）
　１８　　ループ要素の上端（第１端）
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　１９ａ　前（第１）ウエスト開口弾性域の上縁（第１縁）
　１９ｂ　後（第２）ウエスト開口弾性域の上縁（第１縁）
　２０ａ　前（第１）ウエスト開口弾性域の下縁（第２縁）
　２０ｂ　後（第２）ウエスト開口弾性域の下縁（第２縁）
　Ｄ　　　離間距離
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　図面を参照して、本発明に係る着用物品を、使い捨ておむつを例に説明すると、以下の
とおりである。
【００３０】
　図１において、使い捨ておむつは、前後ウエスト域２，３が互いに対向するように、股
下域４の仮想横方向中央線に沿って二つに折り曲げられ、前後ウエスト域２，３の一側部
が連結され、その他側部が分離された状態で斜視図で示され、吸収性シャーシ１と、ファ
スニング手段７とを含む。吸収性シャーシ１は、縦方向Ｙ、横方向Ｘ及びウエスト回り方
向Ｚと、身体側面１ａ及び着衣側面１ｂと、縦方向へ並ぶ、前ウエスト域２、後ウエスト
域３及びこれらの間に介在する股下域４と、身体側面１ａを画成する透液性の身体側ライ
ナ１Ａ、着衣側面１ｂを画成する不透液性の外側カバー１Ｂ及びこれら間に介在する吸液
性コア（図示せず）とを含む。ただし、吸液性コアは、本発明を適用する着用物品によっ
ては、不可欠要素ではない。前後ウエスト域２，３の側縁部５，６の縦方向Ｙの寸法ｈ１
は、実質的に同じである。
【００３１】
　ファスニング手段７は、メカニカルファスニング構成要素であり第１ファスニング構成
要素を構成するフック要素７ａと、メカニカルファスニング構成要素であり第２ファスニ
ング構成要素を構成するフック要素７ａと離脱可能に係合するループ要素７ｂとから構成
されている。フック要素７ａは、多数のフックを有し縦方向Ｙへ細長く形成され、前ウエ
スト域２の横方向対向側縁部５（以下、両側縁部５の一方のみに言及）に沿って着衣側面
１ｂに接合された補強サイドシート２１を介して設けられ、ループ要素７ｂは、多数のル
ープを有し縦方向Ｙへ細長く形成され、後ウエスト域３の横方向対向側縁部６（以下、両
側縁部６の一方のみに言及）に沿って身体側面１ａに設けられている。補強サイドシート
２１は、縦方向Ｙへ細長く形成され、前ウエスト域２の側縁部５の実質的に全長にわたっ
て接合されている。フック要素７ａは、前ウエスト域２の縦方向Ｙの寸法ｈ１又は補強サ
イドシート２１の縦方向Ｙの寸法よりも縦方向Ｙの寸法が若干小さくかつ補強サイドシー
ト２１の横方向Ｘの寸法よりも横方向Ｘの寸法が若干小さく形成され、フック要素７ａの
周縁が補強サイドシート２１の周縁と離間して該周縁内に位置している。吸収性シャーシ
１は、前ウエスト域２のフック要素７ａと後ウエスト域３のループ要素７ｂとを係合する
ことで、図１に示されるパンツの形態をとる。
【００３２】
　吸収性シャーシ１は、前後ウエスト域２，３の横方向Ｘへ延びて前後ウエスト開口画成
縁１２ａ，１２ｂに沿って延びる前後ウエスト開口弾性域９ａ，９ｂと、股下域４の両レ
ッグ開口画成縁に沿って延びる両レッグ開口弾性域２６ａ，２６ｂとをも含む。前ウエス
ト開口弾性域９ａの上縁１９ａと、前ウエスト開口弾性域９ａの下縁２０ａとの間の幅寸
法、及び後ウエスト開口弾性域９ｂの上縁１９ｂと、後ウエスト開口弾性域９ｂの下縁２
０ｂとの間の幅寸法は、それぞれ前後ウエスト開口弾性域９ａ，９ｂの全長にわたって実
質的に同じである。ただし、前後ウエスト開口弾性域９ａ，９ｂの前記幅寸法は前後ウエ
スト域２，３において互いに異ならせることができるが、前後ウエスト開口弾性域９ａ，
９ｂの少なくとも上縁１９ａ，１９ｂは、前後ウエスト域２，３の側縁部５，６がフック
要素７ａ及びループ要素７ｂを介して正常に連結された状態において、ウエスト回り方向
Ｚに沿って実質的に一直線に整列すること、すなわち、図１において互いに実質的に同じ
高さ（水平）に位置することが好ましい。前後ウエスト開口弾性域９ａ，９ｂと両レッグ
開口弾性域２６ａ，２６ｂは、それぞれ複数条のゴムひも１０，２７の長さ方向へ伸長下
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で吸収性シャーシ１を構成する身体側ライナ１Ａと外側カバー１Ｂとの間にホットメルト
接着剤（図示せず）を介して固定することで形成される。前後ウエスト開口弾性域９ａ，
９ｂ及び両レッグ開口弾性域２６ａ，２６は、それぞれゴムひも１０，２７の収縮力によ
り、収縮して着用者のウエスト回り及びレッグ回りにフィットするとともに、おむつが着
用者のウエストからずれ落ちないように固定される。同時に、特に前後ウエスト開口弾性
域９ａ，９ｂのゴムひも１０についていえば、その収縮力は、前後ウエスト域２，３の両
側縁部５，６の前後ウエスト開口画成縁１２ａ，１２ｂ近傍を引っ張る方向へ作用する。
吸収性シャーシ１は、さらに前後ウエスト開口弾性域９ａ，９ｂと両レッグ開口弾性域２
６ａ，２６ｂの間の前後ウエスト域２，３にウエスト回り方向へ伸縮可能な複数の補助弾
性要素２８を含み、補助弾性要素２８は、身体側ライナ１Ａと外側カバー１Ｂとの間に伸
長下にホットメルト接着剤（図示せず）を介して固定されている。ちなみに、一般に、補
助弾性要素２８を構成するゴムひもそれぞれの伸長力は、前後ウエスト開口弾性域９ａ，
９ｂを構成するゴムひもそれぞれよりも弱くされる。
【００３３】
　フック要素７ａには、例えば、ポリプロピレンやポリエチレン等の熱可塑性樹脂で形成
され、ベースシート表面から多数のフックが起立しており、フック高さが２００～４００
μｍ、フック数が６００～２５００本／（２５．４×２５．４ｍｍ）のものを用いること
ができる。一般に、フック要素７ａ及びループ要素７ｂの剛性は、互いに実質的に同じか
、前者が後者よりも若干高い。
【００３４】
　ループ要素７ｂには、例えば、パイル数が１０～５０個／ｃｍ２のナイロン繊維を、ポ
リプロピレンフィルムに接着して形成され、合計坪量が３０～５０ｇ／ｍ２のものを用い
ることができる。ループ要素７ｂとして、フック要素７ａと係合可能な繊維不織布を用い
ることもできる。この場合には、ループ要素７ｂの剛性は、フック要素７ａのそれよりも
かなり低い。
【００３５】
　フック要素７ａとループ要素７ｂはいずれも、フック要素７ａの上端１７とループ要素
７ｂの上端１８が、前後ウエスト域２，３の前後ウエスト開口画成縁１２ａ，１２ｂから
縦方向Ｙの外側へ突出しないように、股下域４の側へ適宜離間して設けられている。この
ようにフック要素７ａの上端１７とループ要素７ｂの上端１８とを前後ウエスト域２，３
の前後ウエスト開口画成縁１２ａ，１２ｂから離間させる構成にすれば、おむつ製造時の
フック要素７ａ及びループ要素７ｂの取り付け位置精度の工程能力を考慮した公差を確保
することができるとともに、フック要素７ａおよびループ要素７ｂ、特にフック要素７ａ
が露出して着用者に違和感をおぼえさせるなどの問題が生じることを未然に防止できる。
【００３６】
　身体側ライナ１Ａは、熱可塑性ポリマーからなる繊維不織布や開孔フィルム等から形成
され、外面カバー１Ｂは，熱可塑性ポリマーからなるプラスチックフィルムや繊維不織布
、これらフィルムと不織布とを積層した複合シート等から形成される。補強サイドシート
２１は、熱可塑性ポリマーからなる繊維不織布や開孔フィルム等から形成される。フック
要素７ａやループ要素７ｂは、ホットメルト接着剤、熱溶着等の公知手段によって取り付
けることができる。フック要素７ａ及びループ要素７ｂとそれぞれ交差する前後ウエスト
開口弾性域９ａ，９ｂのゴムひも１０及び補助弾性要素２８のゴムひもの各部分は、これ
ら部分の伸縮性が発現しないように加工されていることが好ましい。この加工は、前記各
部分に位置するゴムひもの切断、ホットメルト接着剤による被覆固定又は薬品処理等によ
ってなすことができる。この加工により、それら弾性要素の収縮力でフック要素７ａ及び
／又はループ要素７ｂにそれらの係合に支障を来たすおそれのある皺が生じることを未然
に防止できる。
【００３７】
　図２（ａ）は、前後ウエスト域２，３の側縁部５，６の前後ウエスト開口画成縁１２ａ
，１２ｂ及び前後ウエスト開口弾性域９ａ，９ｂがウエスト回り方向Ｚへ実質的に一列に
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整列した状態、すなわち、実質的に同じ高さ（水平）に位置した状態において、フック要
素７ａの上端１７が、前ウエスト開口弾性域９ａの上縁１９ａを前ウエスト開口画成縁１
２ａの側（また後ウエスト開口画成縁１２ｂの側も）へ越えて位置する、すなわち、前ウ
エスト開口弾性域９ａの上縁１９ａよりも上側に位置する態様を示す模式図である。図２
（ｂ）は、同様に、前後ウエスト域２，３の前後ウエスト開口画成縁１２ａ，１２ｂ及び
前後ウエスト開口弾性域９ａ，９ｂがウエスト回り方向Ｚへ実質的に一列に整列した状態
、すなわち、実質的に同じ高さ（水平）に位置した状態において、フック要素７ａの上端
１７が、前ウエスト開口弾性域９ａの上縁１９ａよりも股下域４の側（下側）、厳密には
、上縁１９ａと下縁２０ａとの間に位置する態様を示す模式図である。いずれの態様も、
ループ要素７ｂの上端１８が、フック要素７ａの上端１７及び後ウエスト開口弾性域９ｂ
の上縁１９ｂを後ウエスト開口画成縁１２ｂの側へ越えて位置する、すなわち、後ウエス
ト開口弾性域９ｂの上縁１９ｂよりも上側に位置している。
【００３８】
　ループ要素７ｂの上端１８が後ウエスト開口弾性域９ｂもよりも上側に位置することに
より、前後ウエスト開口画成縁１２ａ，１２ｂ及び前後ウエスト開口弾性域９ａ，９ｂが
ウエスト回り方向Ｚへ一列に整列するように、前後ウエスト域２，３の側縁部５，６がフ
ック要素７ａ，ループ要素７ｂを介して正常に連結された状態（図1参照）においては、
後ウエスト開口弾性域９ｂのゴムひも１０の収縮力が後ウエスト開口弾性域９ｂ近傍の側
縁部６に及ばなくなり、この部分の変形によるめくれが未然に防止される。また後ウエス
ト開口弾性域９ｂ近傍の側縁部６が平らになることにより、前後ウエスト域２，３を連結
するとき着用者がその手で持ちやすくなり、操作性が向上する。
【００３９】
　図２（ａ）のようにフック要素７ａの上端１７が前ウエスト開口弾性域９ａの上縁１９
ａよりも上側に位置する場合には、剛性に関して前ウエスト域２よりも高いフック要素７
ａにより、前ウエスト域２の側縁部５近傍の変形が抑制されるため、前ウエスト開口弾性
域９ａの収縮力は前ウエスト域２の側縁部５及び上縁１９ａに及ばない。この結果、前ウ
エスト開口画成縁１２ａ近傍の側縁部５が変形してめくれることが未然に防止される。
【００４０】
　図２（ｂ）では、前ウエスト開口弾性域９ａの上縁１９ａが、フック要素７ａの上端１
７を前ウエスト開口画成縁１２ａの側へ越えて位置する、すなわち、上端１７よりも上側
に位置し、前ウエスト開口弾性域９ａの上縁１９ａとフック要素７ａの上端１７の離間距
離Ｄが、３０ｍｍ以下にされている。したがって、図示されていないが、前ウエスト開口
弾性域９ａの上縁１９ａが、フック要素７ａの上端１７と実質的に重なり合っていてもよ
い。また、前ウエスト開口弾性域９ａの下縁２０ａは、フック要素７ａの上端１７よりも
下側（股下域４の側）に位置している。
【００４１】
　このように、前ウエスト開口弾性域９ａの上縁１９ａの、フック要素７ａの上端１７か
らの離間距離Ｄを０～３０ｍｍにすれば、剛性に関して前ウエスト域２よりも高いフック
要素７ａにより前ウエスト開口画成縁１２ａ近傍の側縁部５の変形が抑制されるので、前
ウエスト開口画成縁１２ａ近傍の側縁部５が変形してめくれることが防止される。離間距
離Ｄが３０ｍｍを越えると、フック要素７ａによる前ウエスト開口画成縁１２ａ近傍の側
縁部５の変形の抑制効果が低下して、めくれが生じ始める。
【００４２】
　なお、前ウエスト開口弾性域９ａの下縁２０ａを、フック要素７ａの上端１７よりも下
側に位置させることが好ましい。このように構成すれば、前ウエスト開口弾性域９ａの下
縁２０ａとフック要素７ａの上端１７の間の補強サイドシート２１が、前ウエスト開口弾
性域９ａの収縮力により変形してめくれることが防止される。
【００４３】
　図３は、本発明の一変形例を示すおむつの斜視図である。この変形例では、縦方向Ｙに
二つに分割されたフック要素７ａが、縦方向Ｙに互いに離間して補強サイドシート２１に
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。この構成では、２つのフック要素７ａの間の領域３０は、その剛性がフック要素７ａが
取り付けられている部分の剛性よりも低く、またループ要素７ｂに止着されていないので
、補助弾性要素２８の収縮力により変形する結果、フック要素７ａとループ要素７ｂの間
に隙間が生じる。このように隙間が生じることにより、おむつを取り外すとき、この領域
３０に生じた隙間に、例えば、着用者が指を挿入してループ要素７ｂをフック要素７ａか
ら離脱させる操作を容易になすことが可能になる。
【００４４】
　なお、分割したフック要素７ａの間隔は１０～４０ｍｍの範囲にすることが好ましい。
間隔が１０ｍｍ未満では指を挿入することが困難になる。また、間隔が４０ｍｍを越える
とフック要素７ａの面積が小さくなり、ループ要素７ｂに対する十分な係合強度が得られ
なくなる。
【００４５】
　以上、実施形態に基づき説明したが、本発明はこれらに限定されず、種々変更して実施
することができる。例えば、フック要素７ａを、補強サイドシート２１を介さず、直接前
ウエスト域２の外側カバー１Ｂに設けることができる。また、フック要素７ａを感圧性粘
着テープに代え、ループ要素７ｂをこの粘着テープに接合可能なシートに代えた感圧性粘
着テープファスナとすることができる。場合により、メカニカルファスナ又は感圧性粘着
テープファスナを構成する第１及び第２ファスニング構成要素を縦方向Ｙ及び／又は横方
向Ｘに複数個に分割してもよい。さらに前後ウエスト開口弾性域９ａ，９ｂを、弾性を有
する繊維不織布や比較的幅の広い帯状のゴム材料から構成してもよい。また、図示の実施
の形態とは異なり、第１ファスニング構成要素を後ウエスト域３の側縁部６に、第２ファ
スニング構成要素を前ウエスト域２の側縁部５にそれぞれ設けることもよい。
【００４６】
　また、図示のように、フック要素７ａを着用者から見て外側を向くように着衣側面１ｂ
に設ける構成に代えて、フック要素７ａが着用者側を向くように身体側面１ａに配置する
こともできる。フック要素７ａを着用者から見て外側を向く配置は、着用者の違和感を防
止するときに有効である。フック要素７ａを着用者側に向ける配置は、着衣や寝具などの
傷つきを防止するときに有効である。なお、フック要素７ａを２分割する変形例を示した
が、フック要素７ａを３つ以上に分割することもできる。
【００４７】
　本発明は、既述した使い捨ておむつの他に、トレニングパンツ、失禁おむつ、おむつカ
バー（ホルダー）等にも適用可能である。
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